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   児童生徒の自殺予防に係る取組について（通知） 

 このことについて、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から、別添写しのとおり通知

がありましたので通知します。 

 自殺対策白書の資料で指摘されているとおり、18歳以下の自殺は学校の長期休業明けにか

けて急増する傾向があります。 

 つきましては、学校として、児童生徒の自殺予防についての組織体制の整備や、別添写し

に掲げられた取組の強化を図り、とりわけ、「学校における早期発見に向けた取組」や「保護

者に対する家庭における見守りの依頼」の取組を確実に行うなど、保護者、地域住民、関係

機関等と連携の上、長期休業明けにおける児童生徒の自殺予防に向けた取組を積極的に実施

するようお願いします。 

 なお、北海道教育委員会では、平成28年度から文部科学省の指定を受け、「児童生徒の自

殺を予防するためのプログラム」を作成しましたので、積極的に活用し、自殺予防等に係る

取組を組織的・体系的に進めるようお願いします。 

また、本プログラムについては、道教委のウェブページにも掲載していることを申し添え

ます。 

 

〈掲載ＵＲＬ〉 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/jisatuyoboukyouiku.htm 
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